
   

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
菊陽町商工会（法人番号 ８３３０００５００２５６２） 

菊陽町   （地方公共団体コード４３４０４３） 

実施期間 令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

半導体関連企業の進出を地域経済活性化に繋げるため、小売業、飲食・サービス

業の小規模事業者を基軸に個者のニーズに合った支援により、販路拡大と生産性向

上を目指すと共に開業率の高い現状を見据え創業者支援を行う。 

① 付加価値を拡大させ生産性向上に取り組む小規模事業者の育成 

② 経済効果を地域の事業者へ着実に届ける仕組みづくり 

③ 創業者・事業承継支援 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

3.地域の経済動向調査 に関すること 

地域小規模事業者の景況動向等を独自調査・分析すると共に、他調査機関の調査

データも参考にしながら、小規模事業者への支援に役立てる。 

4.需要動向調査に関すること 

店舗利用者を対象にした調査及び商工会が実施する観光振興事業を活用した需要

調査を行う。 

5.経営状況の分析 に関すること 

経営指導員・経営支援員による巡回・窓口相談、記帳代行先を通じて、対象者を

掘り起こし経営分析を行う。 

6.事業計画策定支援 に関すること 

各種補助金の申請に必要な事業計画作成に繋がることをアピールしながらその必

要性を説明していく他 、セミナー、個別相談会、日々の巡回・窓口支援や広報活動

の中で周知・啓発し事業 計画策定支援に繋げる 。 

7.事業計画策定後の実施支援 に関すること 

事業計画策定後に支援策等の情報提供や事業計画の進捗管理を含め、ＰＤＣＡサ

イクルを支援するためのフォローアップ体制を構築していく 。 

8.新たな需要の開拓に寄与する 事業に関すること 

ポータルサイトを活用した情報発信により販路拡大を図ると共に、展示会や商談

会を通じ BtoCや BtoB取引の拡大に繋げる。 

連絡先 

菊陽町商工会 

〒869 1103 熊本県菊池郡菊陽町久保田 2816 

TEL:096-232-2757 FAX 096-232-7480 kikuyou@lime.ocn.jp 

菊陽町 商工振興課 

〒869-1192 熊本県菊池郡菊陽町久保田 2800 

TEL:096-232-2165 FAX 096-232-5612 shoko@town.kikuyo.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目標 

（１）地域の現状及び課題 

①菊陽町の位置 

菊陽町は、熊本県の北部に位置し、政令

指定都市である熊本市と、合志市、大津

町、益城町の 2市 2町に隣接している。 

本町全域が、熊本市の一部、合志市、益

城町、嘉島町の 2 市 3 町からなる熊本都

市計画区域に含まれ、熊本市を中心にし

た熊本都市圏の一翼を担っている。 

また、交通アクセスは九州縦貫自動車

道が本町の西端を南北に通過し、町中心

部から熊本インターまで約 15分、基幹道

路も熊本市と阿蘇・大分方面を結ぶ菊陽

バイパス（国道 57 号）が町中央部を東西

に貫通し、ＪＲ豊肥線も熊本市と阿蘇・大

分方面に東西に貫いている。さらに、阿蘇

くまもと空港を有し、空の玄関口として

の機能も併せ持ち、広域的な交通アクセスに恵まれている。 

 

②人口の推移 

本町の人口は年々増加しており、平成 22年から令和 2年までの年齢別割合を見ると、65歳以

上の高齢者の伸び率は最も高いものの、令和 2 年の年齢別人口を見ると 15 歳から 64 歳までの

世代の割合も全人口の 62％と高い。更に 0 歳から 14 歳までの人口は増加しており、その要因

は子育て世代の転入増加が影響していると思われる。 

また、世界的半導体企業ＴＳＭＣの進出に伴い更なる人口流入が予想され、2050 年までの長

期的な観測でも将来の人口は増加傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
          出典：第７期菊陽町総合計画 

菊陽町 
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周辺市町の人口推移           （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所  

 

③産業構造と商工業者、小規模事業者数 
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商工業者数は、サービス業が 52.3％と最も多く、次いで卸小売業が 32.4％となり、全体の 8割

を超えている。要因としては、ゆめタウン光の森を核とした商業地開発が成功し、サービス業、

卸小売業が増加していることが考えられる。 

また、民営事業所の売上は、製造業が 35.3％と最も高く、次いで卸小売業、サービス業が続い

ている。製造業者数は少ないものの、ソニーなどの大手メーカーが存在していることから売上高

を引き上げる要因となっている。 

令和６年１２月にはＴＳＭＣ第一工場の本格稼働により、製造業の売上割合は今後も飛躍的に

増大すると思われる。 

小規模事業者数については、平成２６年経済センサス以降のデータが公表されていないが、地

域環境が激変している本町においては、小規模事業者数も大幅に増加していると推察される。 

 

④菊陽町及び熊本県の総合計画等について 

・第 7期菊陽町総合計画 2025年 4月発行 

（概要） 

計画の基本的な考え方 

第 7期総合計画は、ＴＳＭＣの進出という極めて大きな環境変化を受けて策定された。こ

れまで の農業・商業・工業と、住環境・自然環境のバランスが取れた豊かな町という基盤

を活かしつつ、企業進出をチャンスとして捉え、町のさらなる発展と経済効果の最大化を目

指す。 

計画が目指す町の将来像は「ともに輝き 成長しつづけるまち 菊陽」であり、特に「魅力

あるまちづくり」の中で、農業・商業・工業が持続的にバランス良く発展することが重要だ

とされている。 

 

（商業の振興の概要） 

商業分野では、地域経済の活性化を目標としている。 

・目指す姿 

町商工会と連携し、既存事業者の経営安定と成長を支援する。また、創業や事業承継の支

援を充実させ、中小企業・小規模事業者と大規模小売店が共存共栄できるまちを目指す。 

・ＴＳＭＣ進出への対応 

半導体関連サプライヤーの集積により、周辺分野で新たなビジネスが生まれることが期

待される。海外からの進出を含む新規事業者と既存事業者の連携交流を促し、経済効果を既

存事業者にも波及させることで、町民の利便性を高めていく。 

・主な取り組み 

既存施策の見直し拡充のほか、創業・スタートアップへの支援や、事業者の認知度向上、

販路拡大に向けた支援（菊陽町物産フェアの実施等）を進める。 

 

（工業の振興の概要） 

工業分野では、ＴＳＭＣ進出を契機として、国内外の企業誘致を促進させ、経済効果を町内だ

けでなく、地域経済の活性化に繋げることを目標としている。 

・目指す姿 

既存企業と新規進出企業、大学や研究機関との連携を促進し、技術の高度化と新たな産業の

創出を目指す。 

・主な取り組み 

新たな投資への支援や人材確保、企業と大学などと連携したプログラミング教育の推進を

実施する。 

 

これらの振興策は、商業・工業・農業が持続的にバランスよく発展し、更なる産業の集積を推進

するものである。 
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・熊本県産業成長ビジョン 2025年 3月改定 

（概要） 

ビジョンの基本方針 

本ビジョンは 2021 年から 2030 年までの 10 年間を計画期間とし、製造業と IT 関連産業

を主な対象としつつ、他業種との連携も支援する。「多様な人材や技術のクロスにより次代

を切り開く価値を創造し、快適で豊かな県民生活を実現する」ことを目指している。 

（小規模事業者への主な支援策） 

・DXの推進 

人手不足や生産性向上に対応するため、IoT、AI、ロボット等の導入を支援する。県内企業の

課題として「人材不足」「費用対効果が不透明」などが挙げられており、これらに対する伴走

支援を実施する。 

・事業承継の支援 

2025年までに 70 歳以上となる経営者のうち約半数が後継者未定という課題に対し、親族以外

の第三者承継も含めた円滑な事業承継を推進する。専門家との連携や商工会等を通じた経営指

導を強化する。 

・価格転嫁の円滑化 

原材料費やエネルギーコストの上昇分を適切に価格転嫁できるよう、パートナーシップ構築宣

言の拡大や相談窓口の活用を促進し、賃上げの原資確保を支援する。 

・技術・設備導入支援 

競争力強化につながる技術開発、先端機器導入、販路開拓等を支援する。産業技術センターの

機能強化により、中小企業のニーズに対応する。 

・人材確保・育成 

UIJターン就職の促進、プロフェッショナル人材の確保、外国人材の受入環境整備など多様な

人材確保策を展開する。リスキリングやリカレント教育による既存従業員の能力向上も推進す

る。 

これらの施策を通じて、小規模事業者を含む県内企業全体の持続的成長を支援していく。 

 

⑤地域の課題 

・人口動態の変化への対応  

菊陽町は熊本県内でも数少ない人口増加地域である一方、町内の一部地域では高齢化が進行し

ている。ＴＳＭＣ進出に伴う急激な人口増加により、生活関連サービスの需要が拡大しており、

新旧住民のニーズの多様化に対応したサービス提供体制の構築が求められている。 

・半導体産業集積に伴う地域経済構造の変化 

ＴＳＭＣ熊本工場の稼働開始により、菊陽町は半導体関連産業の一大集積地となりつつある。関

連企業の進出や雇用創出が進む一方で、従来の地域産業との共存・連携、地元事業者の参入機会

創出、急激な変化に対応できる人材育成が課題となっている。 

・創業支援と新規事業者の参入促進 

産業構造の変化と人口増加により、新たなビジネスチャンスが生まれている。飲食、小売、サー

ビス業など多様な分野での創業希望者が増加しており、円滑な創業支援と定着支援の体制強化

が必要である。 

・事業承継の円滑化と地域産業の持続性確保 

町内の既存小規模事業者では経営者の高齢化が進んでおり、後継者不在による廃業リスクが高

まっている。地域に根ざした事業を次世代へ継承するための支援体制の充実が必要である。 

また、地域の特産品を使った商品の開発ができておらず、地域ブランドが確立していない。 

・人材確保と省力化・生産性向上の推進 

急速な経済成長に伴い、あらゆる業種で人材不足が深刻化している。特に建設業、サービス業、

製造業での人手不足が顕著である。デジタル技術の活用による省力化、業務効率化、働きやすい

職場環境の整備による人材確保・定着が不可欠である。 
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（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

 

【商工会としての役割】 

菊陽町商工会は地域の総合経済団体として、熊本県・菊陽町・熊本県よろず支援拠点といった

行政や公的機関と連携して、地域の事業者への経営支援や地域振興事業を行っている。 

今後は菊陽町の計画も踏まえ、とりわけ小規模事業者への伴走型の支援を重視し、地域環境や

社会情勢を十分に考慮しながら、個別の課題を洗いだし、解決策を具体的に事業計画に落とし込

むことで持続的な支援を行う。 

現在、菊陽町商工会ではポータルサイト「菊陽“まち”遊び」や「住まいのことならおまかせ

隊」を通して、地域の活性化に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【10年後のあるべき姿】 

①半導体関連企業の進出を活かした地域経済波及効果の取り込み 

・１０年後における地域のあるべき姿： 

半導体関連企業が多く進出する中、直接・間接を問わず取引を拡大させている姿である。 

進出企業との交流会を開催し、地元企業との取引を促進させ、工場に勤務する従業員に対する

生活需要を充足させ地域経済の好循環を確立する。 

・理由： 

ＴＳＭＣ進出により創出される巨大な経済効果を地域に還元し、地元事業者の成長機会とする

ためには、進出企業との接点を増やすなどの取引機会の創出が不可欠である。域内経済循環を

強化することで、持続可能な地域経済基盤を構築する必要がある。 

 

②地域ブランドの確立 

・１０年後における地域のあるべき姿 

「菊陽ブランド」が確立し、地元農産品（スイートコーン、にんじん等）が高付加価値商品と

して全国に展開され、観光・グルメとも連動した統一的なプロモーションが実現している姿で

ある。 

・理由 

伝統的な農業と先端産業が共存する菊陽町ならではのブランドを構築し、地域産業のバラン

スの取れた発展に取り組む必要がある。 

※『菊陽“まち”遊び』事業 

当会では会員事業所の情報発信のツールとしてポータルサイト『菊陽“まち”遊びナビ』

と Instagram を運用している。菊陽町の総合基本計画に沿って、町の名所・名店を発掘し、

町内外へ情報発信し、交流人口の増加と消費の喚起を図る。また、情報発信と併せてフォト

コンテストやスタンプラリー等のキャンペーンを開催し、にぎわい創出を目的とした観光

振興事業『菊陽“まち”遊び』を実施している。 

本事業は町の補助事業であり、実施のため行政・町内の有識者・商工会からなる委員会を

組織し企画・運営している。 

 

※『住まいのことならおまかせ隊』 

地域の建設業関係企業により組織しており、町内の住まいにかかわる様々な修理や要望

を受け付けている。横行する悪徳業者によるトラブルからの信用回復を図り、菊陽町民へ

安心と安全な生活環境を提供している。また、ワンストップで要望に合った業者を紹介す

ることが可能で高齢者を中心に需要が高い。 
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③創業者への支援と地域事業者への支援 

・１０年後における地域のあるべき姿 

創業希望者への総合支援体制が整備され、年間１０件の新規創業が実現し、開業後 3年の生存

率が８０％に向上する姿である。 

・理由 

人口・産業の急成長に伴い多様なビジネス機会が生まれており、創業支援の強化が地域経済の

多様性と活力を高める。また、創業者と競合する既存事業者への支援も欠かすことなく経営改

善、事業拡大を支援する。半導体関連産業だけでなく、生活関連サービス、飲食、小売など多

様な分野での起業を促進し、雇用創出と定住促進を図る必要がある。 

 

④事業承継支援と地域に根ざした企業の持続 

・１０年後における地域のあるべき姿 

後継者候補育成と第三者承継の市場が整備され、要支援企業の５０％が計画的に承継完了する

姿である。承継後の経営革新支援により、DXや新規事業展開を実現し、売上・利益の向上と雇

用維持を達成する。 

・理由 

急速な環境変化の中でも、地域に根ざした既存事業の価値は大きい。経営者の高齢化に対応

し、早期の事業承継計画策定、M&A仲介・金融・専門家連携の仕組み化により、地域の供給網

と雇用を守る必要がある。承継を機に経営改善・事業転換を支援し、新時代に適応した企業へ

の転換を促進する。 

 

⑤DX推進による生産性向上と競争力強化  

・１０年後における地域のあるべき姿 

EC・予約・決済・会計・在庫管理が統合されたシステムが町内事業者に普及し、業務効率が大

幅に向上する姿である。データに基づく経営判断が定着し、小規模事業者でも売上拡大とコス

ト削減を同時に実現する。生産性向上と効率化を図ることにより、競争力強化に資する。 

・理由 

人材不足と賃金上昇が進む中、DX による生産性向上は必須である。個別最適のツール導入で

は効果が限定的であり、基幹システムと顧客接点の統合によりデータ駆動の意思決定を可能

にする必要がある。少人数でも高い付加価値を生み出せる経営体質への転換を支援する。 
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（３）経営発達支援事業の目標 

①半導体関連企業の進出を活かした地域経済波及効果の取り込み 

・支援計画の認定期間（５年間）目標： 

KGI： 半導体関連企業との取引を行う事業者 20者 

KPI： 半導体関連企業との交流会１回/年、特約店相談事業者５者/年 

設定した理由：半導体関連企業進出による経済効果の地域還元度を測るためである。KPIは取

引機会を創出し、半導体関連企業と地元企業の接点を増やし、直接・間接取引

を拡大するためである。 

 

②地域ブランドの確立 

・支援計画の認定期間（５年間）目標： 

KGI：菊陽ブランド認定商品５品、地域産品（開発・取扱業者）の平均粗利率５％向上。 

KPI：菊陽町お土産グランプリの開催による認定お土産品５品の開発・販売支援、統一ブラン

ド導入。 

設定した理由：地域ブランドを確立し、持続的な経済効果を測るためである。KPIはブランド

要素（知的財産・パッケージ・商品開発・販路拡大・品質認証）を構築し、統

一ロゴにより地域全体での取り組み意識を醸成するためである。地域ブランド

としての取り組み効果を最大限生かすためである。 

 

③創業者への支援と地域事業者への支援 

・支援計画の認定期間（５年間）目標： 

KGI：新規創業件数５０者、創業後３年生存率８０％、地域事業者の事業計画策定支援２００

件（年４０件）、融資・補助金採択６０件。 

KPI：創業相談件数７５件、創業セミナー参加者５０名、事業計画セミナー年２回開催。 

設定した理由：創業による地域経済の多様性向上のためである。KPIは創業機運醸成（相談・

セミナー）、実行支援（計画策定・資金調達）、創業者を含む地域事業者の経営

改善、事業拡大を支援し、質の高い創業と定着、地域事業者の活性化を実現す

るためである。 

 

④事業承継支援と地域に根ざした企業の持続 

・支援計画の認定期間（５年間）目標： 

KGI：事業承継完了件数１０件、承継後３年間の売上向上した事業者数５件。 

KPI：事業承継診断実施１０件、承継計画策定支援１０件、支援機関との連携による第三者承

継支援５件、承継後の経営改善支援１０件 

設定した理由：地域企業の持続性確保と承継による経営革新の実現度を測るためである。KPI

は早期発見、計画的承継、実行支援、承継後成長を切れ目なく進め、廃業防止

と事業発展の両立を可能にするためである。 

 

⑤DX推進による生産性向上と競争力強化 

・支援計画の認定期間（５年間）目標： 

KGI：DX導入事業者１５者、営業利益率３％増。 

KPI：デジタル化診断実施２０件、業務効率化ツール導入５件、データ活用・分析支援１０件、

DXセミナー参加促進１０者。 

設定した理由：DX による実質的な生産性向上と競争力強化を測るためである。KPI は現状把

握、システム基盤構築、成果確認を段階的に進め、小規模事業者が持続的に成

果を生む仕組み構築を可能にするためである。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和８年４月１日 ～ 令和１３年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

①半導体関連企業の進出を活かした地域経済波及効果の取り込み 

・達成方針１：ビジネスマッチングと取引機会の創出 

ＴＳＭＣや地域の大企業との特約店契約の橋渡しを行い、具体的交流を年１回創出する。Ｔ

ＳＭＣ進出による経済波及効果を測定するための事業者アンケートを実施する。 

・設定した理由： 

 ビジネスマッチングと取引機会の創出。地域経済への波及効果を測定し、業種ごとに分析

することにより、他の事業者への情報共有、事業展開に役立てることができる。 

 

②地域ブランドの確立 

・達成方針１：「菊陽ブランド」確立 

「菊陽ブランド」認定制度を創設し、菊陽町特産品（スイートコーン、にんじん等）を使用

した商品の統一ロゴを開発する。特産品を加工した商品を増やし、町の「お土産グランプリ」

認定商品を年 1 品目以上輩出する。ブランド認知度について買物動向アンケート調査を実施

する。 

・設定した理由： 

品質と表示の一貫性は消費者の信頼を形成し、価格競争から価値訴求への転換を可能にする

ためである。知財保護により模倣を抑止し、ブランド価値を維持する。町の協力を経て明確な

基準設定により新規参加者の参入障壁を下げ、ブランドの拡大と粗利率向上を両立させる。 

 

・達成方針２：販路の多層化と 6次産業化の推進 

ポータルサイト『菊陽“まち”遊びナビ』にて事業者の紹介。菊陽町での物産フェア、県内

外の百貨店・大型商業施設で催事等に出展支援し、認知度向上を図る。6次産業化商品開発を

支援し、加工品の付加価値を高める。 

・設定した理由： 

単一販路依存は需要変動に脆弱であるためである。町の物産フェア、EC、実店舗催事の三位

一体で売上を平準化する。 

 

③創業者への支援と地域事業者への支援 

・達成方針１：創業機運の醸成と総合支援体制の構築 

創業セミナーを年１回開催し、創業事業計画策定事業者年１０者を目標とする。創業相談窓

口を常設し相談に対応する。金融機関、専門家（税理士、中小企業診断士等）と連携した伴走

支援体制を確立し、創業から定着まで切れ目なく支援する。 

・設定した理由： 

創業希望者の多くは具体的な手順や資金調達に不安を抱えているためである。段階的な支援

体制により創業のハードルを下げ、質の高い創業を実現する。創業者と競合する地域事業者へ

の支援も欠かさず経営改善、支援を専門家連携により経営知識不足を補完し、開業後の生存率

向上を図る。 

 

・達成方針２：地域事業者の経営基盤強化と持続的成長支援 

既存事業者向け経営相談窓口を常設し、経営課題に関する個別相談に随時対応する。事業計

画策定支援を年４０者実施する。また、熊本県商工会連合会の実施する DX セミナーへの参加

を促し、DX  導入支援年３者を目標とする。金融機関、商工会議所、専門家と連携したネッ
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トワーク型支援体制を構築し、経営課題の早期発見と解決を図る。 

・設定した理由： 

地域経済の持続的発展には、既存事業者の経営力強化が不可欠である。経営環境の変化によ

り、多くの事業者が事業継続の課題を抱えている。専門家による伴走支援により、経営改善に

よる地域の雇用と経済基盤を維持する。また、DX 支援により生産性向上と競争力強化を実現

し、地域事業者の持続可能な成長を促進する。 

 

④事業承継支援と地域に根ざした企業の持続 

・達成方針１：早期発見と計画的承継の推進 

事業承継診断を実施し、承継ニーズを早期に把握する。事業承継個別相談会を年２回開催

し、承継計画策定支援を年２件行う。事業承継補助金・税制優遇の活用支援を行い、承継時の

資金負担を軽減する。金融機関・士業専門家との連携体制を強化し、法務・税務・資金面の総

合支援を提供する。 

・設定した理由： 

事業承継は計画的に進めなければ、突然の廃業や経営混乱を招くためである。早期発見によ

り準備期間を確保し、後継者育成と資金計画を段階的に進めることで、円滑な承継を実現す

る。専門家連携により複雑な法務・税務手続きをサポートし、承継時の障壁を除去する。 

 

・達成方針２：第三者承継（M&A）の促進と仲介体制の整備 

後継者不在企業に対して、第三者承継（M&A）の選択肢を提示し、熊本県事業承継引継ぎ支

援センターや日本政策金融公庫と連携したマッチング支援を実施する。デューデリジェンス、

企業価値評価の専門家派遣を実施する。 

・設定した理由： 

親族内承継が困難な場合、第三者承継は企業存続の有力な選択肢であるためである。組織的

なマッチング体制により、売り手・買い手双方の不安を解消し成約率を高める。承継希望者の

育成により、地域外からの人材流入と新たな経営視点の導入を促進し、地域経済の活性化につ

なげる。 

 

・達成方針３：承継後の経営革新と成長支援 

承継後の経営改善支援を実施し、DX、設備投資、販路開拓を重点支援する。承継を機に事業

の選択と集中、新規事業展開を支援し、Ｖ字回復を目指す。補助金・融資制度の活用支援、専

門家派遣を継続的に提供する。承継後３年間のフォローアップ体制を確立し、経営課題の早期

解決を図る。 

・設定した理由： 

承継は事業の終わりではなく、新たな成長の始まりであるためである。承継を機に経営革新

を進めることで、事業の付加価値向上と競争力強化を実現する。継続的な伴走支援により、承

継後の経営不安を解消し、売上・利益の向上と雇用維持を両立させる。地域経済の持続性確保

には、承継企業の成長が不可欠である。 

 

⑤DX推進による生産性向上と競争力強化 

・達成方針１：デジタル化診断と段階的導入支援 

デジタル化診断を年４件実施し、業務効率化ツール導入年１件、データ活用・分析支援年２

件を目標とする。各事業者の現状と課題を可視化する。診断結果に基づき、優先度の高いシス

テムから段階的に導入支援を行う。補助金活用支援、ベンダー選定サポート、導入後の操作研

修を一貫して提供する。 

・設定した理由： 

小規模事業者は何から始めるべきか分からず、導入後も使いこなせないケースが多いためで

ある。診断により最適な導入計画を策定し、段階的支援により確実に成果を生む。補助金活用
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により初期投資負担を軽減し、操作研修により定着率を高める。 

 

・達成方針２：IT人材育成とデータ活用力の強化 

IT 人材育成のための商工会連合会で実施する DX セミナーへの参加促進年２者。EC 運営、

SNSマーケティング、データ分析の実践的スキルを習得させる。データ活用・分析支援を実施

し、売上・在庫・顧客データの可視化と経営判断への活用を促進する。 

・設定した理由： 

システム導入だけでは生産性向上は実現せず、使いこなす人材の育成が不可欠であるためで

ある。データ活用により経営の勘と経験を補完し、科学的な意思決定を可能にする。費用対効

果の高い集客を実現し、売上拡大と収益性向上を両立させる。 
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３．地域の経済動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

現状： 

・経済動向の体系的な調査は断続的・限定的で、ＲＥＳＡＳ等のデータ連携や四半期速報の仕組 

みは未整備。 

・全国商工会連合会が実施する景況調査や熊本県商工会連合会が実施するアンケートは実施し

ているが、独自調査は行っていない。 

課題： 

 ・ＴＳＭＣ進出に伴う地域経済の動向調査が実施できていない。 

・調査→活用（個社伴走・補助金活用・販路開拓）への接続プロセスが不足し、政策資源の重点 

配分に反映されにくい。 
 
（２）目標 

 支援内容 公表 

方法 
現状 8年度 9年度 10 年度 11年度 12年度 

①事業者へのアンケート調査数 ＨＰ 

にて 

公表 

40者 40者 40者 40 者 40者 40者 

②ＴＳＭＣ関連景気動向調査数  ― 760者 770者 780 者 790者 800者 

③ＲＥＳＡＳによる調査 1回 1回 1回 1回 1回 1回 
 
（３）事業内容 

地域小規模事業者の景況動向等を調査・分析すると共に、他調査機関の調査データも参考にしな

がら、小規模事業者への支援に役立てる。 

①事業者へのアンケート調査 

管内の小規模事業者の実態を把握するため、巡回や相談および記帳代行先事業者より対象事業

者をピックアップし、年 1回アンケートにより景況・景気調査を実施・分析する。 

  【調査対象】管内小規模事業者 40者（製造業、建設業、小売業、サービス業から各 10者） 

【調査項目】売上額・採算・資金繰り・業況、利益、課題、後継者の有無等 

  【調査方法】経営指導員、経営支援員による巡回、窓口対応  

  【分析方法】専門家（調査機関含む）と連携して行う 

  【公表方法】年 1回、商工会のホームページで公表 
 
②全会員を対象にした TSMC進出に伴う景気動向調査 

全会員を対象に、ＴＳＭＣ進出による経済波及効果を年１回調査・分析する。 

【調査対象】商工会員（菊陽町総合計画に基づく会員数増加を想定。） 

【調査項目】ＴＳＭＣを始めとする企業進出による売上、取引状況、課題等 

  【調査方法】郵便、FAXまたはインターネット回答フォームを利用 

  【分析方法】菊陽町、商工会が連携して実施 

  【公表方法】商工会の会報誌・ホームページで公表 
 
③国等が提供するビッグデータ・統計データの活用 

  管内地域において限られたマンパワーや政策資源を集中投下し､効率的な小規模事業者の付加価

値拡大を目指すため、経営指導員等が「RESAS」を活用した地域経済動向分析を行い､公表する。 

【分析方法】RESAS 

   ・地域経済循環マップ・生産分析⇒何で稼いでいるか 

   ・まちづくりマップ・From-to分析⇒人の動き等の分析 

   ・産業構造マップ⇒産業の現状分析  

   ・観光マップ・目的地分析⇒どこを目的地としているか 

  【公表方法】アンケート年 1回、商工会ホームページで公表 
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（４）成果の活用 

情報収集・調査・分析した結果はホームページに掲載し、広く管内事業者等に周知する。経営

指導員等が巡回指導を行う際の参考資料として事業計画策定および実施支援に活用する。また、

生産性向上を目指す事業者の付加価値向上や創業、事業承継等における商品・サービス開発や販

売促進を計画するために必要な消費支出額や購買力等の需要動向調査については経済動向調査

の結果を活用する。 

地域経済への波及効果を測定し、業種ごとに分析することにより、他の事業者への情報共有、

事業展開に役立てる。 
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４．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

現状： 

・観光振興事業「菊陽“まち”遊び」のイベント主催事業者およびイベント参加者に対し、満足

度等に関する調査を実施している。 

・地域の経済動向調査は、これまで国提供のビッグデータを活用した分析に限定され、小規模事 

業者の商品・サービスに対する市場ニーズや消費動向の把握は十分でなかった。 

・熊本県商工会連合会主催事業「くまもとグッドプロダクト賞」に出品した際の評価結果を事業

者へフィードバックしている。 

課題： 

・消費者の需要動向等に関する詳しい調査等は、定期的には実施できていないのが現状である。

小規模事業者の経営力強化を支援する為に買物動向調査等を通じ、消費者の需要動向を調査す

る体制の確立とその活用が課題である。 

・ビッグデータ分析のみでは、顧客の意見や市場環境を反映した具体的な需要動向を把握できな 

い。 

・地域ブランド形成に資する調査が未実施であり、小規模事業者の商品・サービス開発に活用で

きる情報が不足している。 

 

（２）目 標 

  外部調査機関と連携し、調査・分析した結果を当該小規模事業者にフィードバックし、事業計

画策定や新商品開発に役立てると共に既存の商品・サービスの再構築に活用する。 

また、観光振興事業を活用した消費動向調査は、町内外の消費者からの情報も収集できること 

から、より精度が高い情報収集が期待できる。 

更に、事業所各々が実施する消費動向調査は、個者の課題を抽出するのに有効な調査になるこ

とが期待できる。 

支援内容 現状 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 

①買物動向アンケート調査  1回 １回 １回 １回 １回 １回 

アンケート調査サンプル数 100件 100件 100件 100 件 100件 100件 

②新商品試食アンケート調査対象 

事業者 
- 5者 5者 5 者 5者 5者 

 

（３）事業内容 

①買い物動向アンケート調査 

観光振興事業「菊陽“まち”遊び」参加者を対象にした買物動向アンケート調査を実施し、当

該小規模事業者へフィードバックを行う。 

  【アンケート開催回数】 年１回 

  【調査手段】観光振興事業「菊陽“まち”遊び」にて実施 

  【調査項目】業種別［小売業・飲食業・サービス業が対象］に以下の項目を設定 

・お店を選ぶ基準（お店の雰囲気・外観・料理・値段等） 

・利用者情報（年代・性別・住所） 

・利用目的 

・菊陽ブランド認知度調査 

【分析結果の活用】巡回・窓口相談時や事業計画策定時に活用 

 

②新商品試食アンケート調査 

特産品を活用した新商品を開発するため、管内飲食店５店において、特産品を活用した新たな

商品を開発する。具体的には、「菊陽町総合交流ターミナルさんふれあ」において、試食及び来場
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者アンケートを実施し、調査結果を分析した上で当該５店にフィードバックし、新商品開発に資

する。また、当該調査の分析結果を事業計画に反映する。 

【調査手法】 

（情報収集）「菊陽町総合交流ターミナルさんふれあ」の来場客に開発中の商品を店頭で試食して

もらい、経営指導員等が聞き取りの上、アンケート票へ記入する。 

（情報分析）調査結果は、よろず支援拠点の販路開拓等の専門家に意見を聞きつつ、経営指導員等

が分析を行う。 

【サンプル数】来場者５０人 

【調査項目】①味、②甘さ、③硬さ、④色、⑤大きさ、⑥価格、⑦見た目、⑧パッケージ等 

【調査結果の活用】調査結果は、経営指導員等が当該飲食店に直接説明する形でフィードバック

し、更なる改良等を行う。 
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５．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題  

現状： 

・金融・労務・税務等の指導時、並びに各種補助金の申請時において分析を行っている。 

・経営分析は限定的で、財務指標（利益率等）の把握に偏り、非財務面（強み・弱み、外部機会・

脅威、顧客価値、競争優位仮説など）の体系的整理が不足。  

・セミナー等の参加機会は散発的で、分析後のアクションプラン・フォローアップが弱い。  

  課題： 

・分析対象が相談に訪れた事業所が主であり、受動的であった。今後、能動的に対象者を掘り起

こす仕組み作りが必要である。 

・巡回指導件数が目標に達しておらず、経営分析の必要性などを伝える場を設けられていない。 

 

（２）目 標 

個々の経営分析結果を個別企業にフィードバックし、個別の事業計画作成の支援や小規模事業

者持続化補助金・創業補助金等の各種補助金申請等の事業計画策定の支援に繋げる。 

支援内容 現状 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 

経営分析件数 

（財務＋非財務） 
60者 60者 60者 60者 60者 60者 

 

（３）事業内容 

①小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員・経営支援員による巡回・窓口相談、記帳代行先

を通じて、対象者を掘り起こし経営分析を行う。専門的な課題等については、熊本県、熊本県商

工会連合会のエキスパートバンク登録専門家や熊本県よろず支援拠点のコーディネーター等と

連携し、小規模事業者の抱える経営上の悩みに対してより丁寧にサポートし事業計画策定に繋

げる。 

【対象者】巡回・窓口相談や記帳代行先から、販路拡大に意欲的な事業者を選定 

【分析項目】 

・財務分析（直近３期）：収益性（売上総利益率・営業利益率等）、生産性（労働生産性等）、 

安全性（自己資本比率・流動比率等）、成長性（売上高増加率等） 

・非財務分析（ＳＷＯＴ等）：内部：商品・サービス／仕入・取引先／人材・組織／技術・ 

ノウハウ（知財）／デジタル・ＩＴ／経営計画運用 

・外部：商圏人口・人流／競合／業界動向／法制度・補助制度／チャネル構造／顧客インサイト 

・市場・顧客視点：4P／4C、ペルソナ、購買理由・離脱理由、価格許容度、チャネル別成約率  

【分析手法】経営支援プログラム、ローカルベンチマーク、経営デザインシート、経営計画ツール、

面談ヒアリング、資料分析（ＰＬ／ＢＳ／在庫・受注・ＣＲＭ）、必要に応じアンケ

ート実施 

【成果物】分析レポート、課題抽出シート、経営計画素案  

〈経営支援プログラム〉 

熊本県が策定したフォーマットで、商工会経営指導員が策定する企業の支援計画書。同プログ

ラムは「１．経営支援事前調書」、「２．取り組み骨子の作成」、「３．支援計画」、「４．経営支援

の結果＜モニタリング＞」の４つの項目から構成されている。小規模事業者の経営状況等を分析

した上で「経営支援プログラム」を積極的に活用し、新たな事業や経営課題解決のための取り組

みを伴走型で支援する。事業者自らが作成する経営計画とは別に、経営指導員が支援する際の支

援計画を策定することで、事後のフォローアップに繋げることが可能。 
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②独立行政法人中小企業基盤整備機構の経営自己診断システムを活用し、相談会参加者や金融相

談企業の財務内容を分析し、事業計画策定に繋げる。 

 

（４）分析結果の活用 

分析の結果は、巡回・窓口相談時に個別企業へフィードバックするとともに経営課題を抽出し、

事業計画を策定するために必要な指導・助言に活用する。 
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６．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

現状： 

・事業計画策定支援は経営状況の分析を実施し、希望した小規模事業者に対して分析結果に基づ

き、顧客ニーズや地域経済動向調査、商品・サービスの需要動向を踏まえ、事業計画の策定を

支援している。 

・専門家によるセミナー開催や個別相談会を開催している。 

課題： 

・事業計画策定の意義や重要性が小規模事業者に十分に浸透しておらず、セミナーの内容や支援

手法の見直しが必要。 

  ・補助金申請のために策定する機会が主であり、事業計画の必要性を十分に理解させるに至らな

い。 

 

（２）支援に対する考え方 

小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性を漠然と述べても、実質的な行動や意識

変化を促せる訳ではない。 

「事業計画策定セミナー」のカリキュラムを工夫するなどにより、経営分析を行った小規模

事業者の 6割程度の事業計画策定を目指す。 

また、持続化補助金の申請を契機として経営計画の策定を目指す小規模事業者の中から、実

現可能性の高いものを選定し、事業計画の策定につなげていく。 

活発な創業相談が多い地域であるため、創業計画書の策定など創業に関する事業計画の策定

前段階において創業に向けたセミナーを行い、地域事業者数の増加・活性化を目指す。 

経営指導員による対話と傾聴を重視し、最適な意思決定を支援する伴走型支援を実施する。 

 

（３）目標 

支援内容 現状 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 

①セミナー開催回数 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

②個別相談会 4回 4回 4回 4 回 4回 4回 

事業計画策定事業者 40者 40者 40者 40 者 40者 40者 

③事業承継個別相談会開催 

 回数 
2回 2回 2回 2 回 2回 2回 

事業承継計画策定事業者 2者 2者 2者 2 者 2者 2者 

④創業セミナー開催回数 1回 1回 1回 1 回 1回 1回 

創業事業計画策定事業者 10者 10者 10者 10 者 10者 10者 

 

（４）事業内容 

事業計画を策定するメリットとして、各種補助金の申請に必要な事業計画作成に繋がること

をアピールしながらその必要性を説明していくのも一つの方法と考えられる。 

そのため、セミナー、個別相談会、日々の巡回・窓口支援や広報活動の中で、事業計画の必

要性を継続的に周知・啓発していく。また、経営分析内容や動向調査結果を活用する。 

 

①「事業計画策定セミナー」の開催。 

   【募集方法】当会ホームページ、会員事業所へ郵送にて周知 

   【回  数】年１回 

   【カリキュラム】各種補助金について概要説明・事業計画作成のポイント・作成手順 

   【参加者数】20者 
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②巡回・窓口支援先や記帳代行先に対し、事業計画策定事業者の掘り起こしを行い、専門家を招聘

し個別相談会を開催する。 

【募集方法】当会ホームページ、会員事業所へ郵送にて周知 

   【回  数】年 4回 

   【相談者数】5者／回 

 

 

③熊本県事業引継ぎ支援センターや熊本県よろず支援拠点、特任経営指導員等の関係機関と連携

し、事業承継個別相談会等を開催する。個別相談会等を通じ、事業継承計画やビジネスプランの

策定を支援する。 

【募集方法】当会ホームページ、会員事業所へ郵送にて周知 

   【回  数】年 2回 

   【参加者数】2者／回 

 

④菊陽町での創業意欲を喚起するため、熊本県・菊陽町・熊本県よろず支援拠点と連携して創業支

援を行う。特に創業前または創業後間もない事業者へのフォローアップを重点的にした「創業セ

ミナー」を開催し、事業計画策定を支援することで安定した経営に繋げる。 

また、菊陽町が実施する創業スタートアップ支援利子補給制度を活用し、創業時に必要な資金繰

りを支援する。 

【募集方法】当会ホームページ、会員事業所へ郵送にて周知 

 【回数】年 1回 

【カリキュラム】各種補助金について概要説明・事業計画作成のポイント・作成手順等 

 【参加者数】10者 
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７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）現状と課題 

現状： 

・事業計画策定後のフォローアップは実施しているが、実施頻度・方法が統一されていない。 

・補助事業実施事業者に対しては継続した実施支援を行っている。 

課題： 

・フォローアッププロセス（頻度、様式、ＫＰＩ、記録管理）、フォーマットの整備。 

・進捗不良時の効果検証と事業計画見直し（第三者の視点導入含む）のルール化。 

 

（２）支援に対する考え方 

  経営者自らが経営戦略を考え実行する力を身に付け、定期的にフォローアップする中で、経営

者との「対話」を重視し「傾聴」したうえで計画策定後の進捗管理や計画の見直し等の支援を行

う。 

事業計画を策定した全事業者を対象とし、事業計画の進捗状況等により支援回数を増やして、

集中的に支援すべき事業者とある程度順調と判断し訪問回数を減らしても支障ない事業者を見

極めた上で、フォローアップ頻度を設定し事業者との協議により回数を決定する。 

 

（３）目標 

支援内容 現状 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 

①フォローアップ事業者数 40者 40者 40者 40 者 40者 40者 

頻度（延回数） 180回 180回 180回 180 回 180回 180回 

売上増加事業者数 5者 5者 5者 5 者 5者 5者 

営業利益率１％以上増加の 

事業者数 
5者 5者 5者 5 者 5者 5者 

②事業承継件数 1者 2者 2者 2 者 2者 2者 

頻度（延回数） 4回 4回 4回 4 回 4回 4回 

③創業件数 3者 6者 6者 6 者 6者 6者 

頻度（延回数） 12回 20回 20回 20 回 20回 20回 

 

（４）事業内容 

全ての事業計画策定事業者を対象とし、進捗状況により３つの支援ランクを設定し、フォロー

アップ頻度の密度に段階付けをすることで適切な支援に繋げる。 

特に必要な場合は、専門知識を有する外部専門家と連携（エキスパートバンクや熊本県よろず

支援拠点を活用）支援する。 

Ａランク：月１回の頻度     ２０％ １２回 

Ｂランク：四半期に１度     ４０％  ４回 

Ｃランク：半年または１年に１度 ４０％  １回～２回 

 

創業・事業承継者についてもフォローアップ頻度をランク付けし、３年間は定期的に巡回訪問

を行い、経営状況・資金繰り等を確認するなど、きめ細かな伴走支援を実施する。 
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８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）現状と課題 

現状： 

  ・ポータルサイト「菊陽“まち”遊びナビ」において事業所の紹介をすることで小規模事業者の

商品やサービスを発信 

  ・グルメ抽選会等飲食組合とタイアップしイベントを開催 

  ・熊本県商工会連合会が主催する熊本物産フェアや厳選マルシェへの出展支援を行い町内外に

小規模事業所の商品の販売促進を支援した 

  ・県外へはフードスタイル九州に出展しＢtoＢの取引への足掛かりを作ったものの、実績が伴っ

ておらず実際商談までこぎつけるものが少ない   

・高齢化や ITの知識不足によるＤＸ推進が遅れている事業所も多い 

課題： 

 ・ＤＸ推進の理解促進と実装支援（ＥＣ，ＳＮＳ、データ分析）を体系化する必要がある 

 ・展示会は結果を繋げるべく事前・事後の研修会と顧客獲得計画を組み込む。 

 

（２）支援に対する考え方 

  個者の商品やサービスの情報を広く継続的に発信し、消費者への認知度を高め販路拡大を支援

する。また、外部機関が実施する展示会や商談会への出展支援を実施し、BtoB や BtoC の取引拡

大の支援を行う。 

 

（３）目 標 

項目 現状 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 

①ポータルサイト掲載企業数 90者 95者 100者 105 者 110者 115者 

②菊陽町物産フェア 14者 15者 16者 17者 18者 20者 

  目標売上／者 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 

③くまもと物産フェア出展者数 4者 4者 4者 4者 4者 4者 

売上目標/者 15万円 15万円 15万円 15万円 15万円 15万円 

④大規模展示会出展者数 2者 2者 2者 2者 2者 2者 

成約件数/者 2件 2件 2件 2件 2件 2件 

 

（４）事業内容 

①ポータルサイトを活用した情報発信による販路開拓 

菊陽町の事業所の情報（事業所情報や HP・ネットショップのリンク先、新商品・新サービス等

の新着情報及びイベント情報）を集めた商工会運営のポータルサイト「菊陽“まち”遊び」を活

用し、小規模事業者の情報を広く消費者に周知する。 
 
②菊陽町物産フェア 

菊陽町で主催する菊陽町物産フェアへの出店支援を行い、新開発商品の販売、アンケート調査

を実施する。 
 
③くまもと物産フェア 

熊本県商工会連合会が主催する「くまもと物産フェア」において、出店費用の一部補助の支援

を行い出展者は参加しやすい環境整備を行い BtoCの取引拡大の支援を行う。 
 
④大規模展示会出展支援 

フードスタイルなど大規模展示会は、バイヤーの参加もあり、BtoB 取引の拡大にも繋がるこ

とから、出展について支援を積極的に行う。その際、菊陽町による補助事業を活用する。 
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９．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

（１）現状と課題 

現状： 

・経営発達支援計画の評価については、外部専門家（中小企業診断士）、熊本県商工会連合会、

菊陽町商工振興課、菊陽町商工会正副会長で「経営発達支援計画評価委員会」を組織し、実施

状況・成果の評価等の見直しを行っている。 

課題： 

・ＫＰＩ・成果指標を用いた定量的評価の仕組みを構築する必要。 

・年１回以上の評価・見直しの定期化しているが地域事業者が常時閲覧できる仕組みが不十分。 

 

（２）事業内容 

①評価方法 

  外部専門家（中小企業診断士等）、法定経営指導員、菊陽町商工振興課、菊陽町商工会正副会

長をもって評価委員会を設け、年１回の評価委員会を開催し評価と検証を行う。 

  

②評価結果の公表 

評価委員会での評価結果を理事会にてフィードバックしたうえで、事業に反映させることと

併せて、事務所へ常時備え付け、地域の小規模事業者が常に閲覧可能な状態とし、商工会ホー

ムページへ掲載する 
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１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）現状と課題 

現状： 

 ・熊本県商工会連合会が主催する研修、中小企業基盤整備機構による中小企業大学校の研修に参

加している。その他、Web研修と年に１回の効果測定により各自でスキルアップを図っている。 

・支援ノウハウが個人に依存し、組織内で共有する仕組みが共有されていない。 

・ＤＸ対応や課題設定力など、新たな支援領域への知識習得が遅れている。 

課題： 

 ・研修の内容や各個人の持つ知識が共有できておらず、個々のスキルにバラつきがあるため、共

有する機会を持つことが必要。 

・経営指導員と一般職員双方の支援スキルを計画的に向上させることが必要。 

 

（２）事業内容 

①経営支援会議 

  「経営支援会議」を経営指導員、経営支援員が参加し、月１回開催する。企業の支援方法や支

援事業について、参加者全員で検討することによって、個々にバラツキがある知識や経験や個人

の資質、支援レベル等の支援スキルをお互いに補完し合うことで、組織内でそれぞれの支援ノウ

ハウの共有化を図り、総合的な支援能力の向上を図る。 

 

②チーム支援によるＯＪＴ研修 

 新任職員・経営支援員については、専門家派遣相談や個別相談会において、ベテラン経営指導

員と２名１組のチームで小規模事業者を支援すること等を通じて、指導・助言内容、情報収集方

法を学ぶなど、ＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上を図る。 

  

③Ｗｅｂ研修 

  全国商工会連合会が運営している経営指導員等の専門化や資質向上に必要な知識を習得でき

る e-ラーニング方式のＷｅｂ研修を積極的に受講することで各自の資質向上を図る。 

 

④データベース化 

  各担当職員が熊本県商工会連合会の基幹業務システムに支援内容を随時・適切に入力してデー

タベース化することにより、支援中の小規模事業者の状況を職員全員が共有できるようにし、相

互に対応可能な体制を作る。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和７年１２月現在） 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発

達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の

関与体制 等） 

 

①都道府県及び関係市町村との連携体制  

・当会、本町が連携し、地域の実情を踏まえた重要課題を設定するとともに、本支援計画での支

援方針を決定するため、年１回、評価委員会を開催する。  

・また熊本県と事前に相談・調整を行うことで、都道府県の重要課題についても反映した支援計

画とする。 

 

②商工会の経営発達支援事業実施に係る体制  

・町内を８地区に分け、法定経営指導員１名と経営指導員２名の体制で巡回指導を行う。経営指

導員を小規模事業者ごとに選定し、策定支援からフォローアップまで一体の支援体制を構築

する。  

・また、熊本県商工会連合会と連携し、熊本県商工会連合会の特任経営指導員や専門家派遣制度

を活用し伴走支援やセミナー個別相談の体制とする。  

 

③定量的に実施状況を把握し評価を行う体制  

・事務局長１名、法定経営指導員１名、経営指導員２名の体制で、実施状況を定量的に把握し効

果測定を行う。 

・上記で把握・検証した実施状況を当会と菊陽町の評価委員会（年１回開催予定）で評価すると

ともに、次年度の支援内容の検討を行う。また、必要に応じて変更申請を行い、支援計画に

も反映していく。 
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④経営指導員等の資質向上に係る体制  

・当会職員向けに研修や勉強会等を開催し、ＤＸ化や生成ＡＩ、財務諸表の分析手法、経営戦

略、マーケティング、起業・創業、事業承継、価格転嫁など適宜専門知識の習得を図り、小

規模事業者の内発的動機づけを行うためのロールプレイング、事例共有などを行う。  

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

   氏 名：藤木 裕子 

   連絡先：菊陽町商工会 ℡096-232-2757 

 

②法定経営指導員又は広域経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評

価・見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

③広域経営指導員の当否 

申請書に記載の経営指導員 藤木 裕子は、施行規則第７条第２項に規定する広域経営指

導員には該当しない。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

    〒869-1103  

    熊本県菊池郡菊陽町久保田 2816 

    菊陽町商工会 

    ℡096-232-2757 Fax096-232-7480  E-mail kikuyou@lime.ocn.ne.jp 

②関係市町村 

 〒869-1192 

 熊本県菊池郡菊陽町久保田 2800 

 菊陽町商工振興課 

    ℡096-232-2165 Fax096-232-5612   E-mail shoko@town.kikuyo.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２５ 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

必要な資金の額 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 

 

地域経済動向

調査費 

 

需要動向調査

費 

 

経営分析費 

 

事業計画策定

支援費 

 

事業計画策定

後の実施支援

費 

 

新たな需要開

拓に寄与する

事業費 

 

事業の評価及

び見直しをす

るための仕組

みに関する事

業費 

 

経営指導員等

の資質向上費 

    300 

 

 

300  

 

 

100 

     

    800 

 

 

    100 

   

 

    

1,500 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

100  

         

  

   

    300 

 

 

300  

 

 

100 

     

    800 

 

 

    100 

 

   

    

1,500 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

100 

         

  

   

    300 

 

 

300  

 

 

100 

     

    800 

 

 

    100 

   

 

    

1,500 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

100 

 

  

   

    300 

 

 

300  

 

 

100 

     

    800 

 

 

    100 

 

   

    

1,500 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

100 

 

         

  

   

    300 

 

 

300  

 

 

100 

     

    800 

 

 

    100 

 

   

    

1,500 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

100 

   

         

  

   

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費・手数料収入・国県町補助金・受託料収入 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 


